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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内輪、外輪、前記内輪と前記外輪との間に介在している複数の転動体、及び、前記複数
の転動体を保持する保持器を有している軸受部と、
　前記軸受部の軸方向隣りに設けられている給油ユニットと、を備え、
　前記給油ユニットは、前記軸受部に微量の潤滑油を吐出するポンプを有し、前記ポンプ
からの潤滑油の吐出による前記軸受部への給油量を変化させ、
　前記ポンプからの潤滑油の吐出による前記軸受部への給油量を減少させる前に、当該給
油量を一旦増加させる、軸受装置。
【請求項２】
　前記軸受部の負荷が小さくなる場合、前記ポンプからの潤滑油の吐出による前記軸受部
への給油量を減少させる、請求項１に記載の軸受装置。
【請求項３】
　前記軸受部の負荷が大きくなる場合、前記ポンプからの潤滑油の吐出による前記軸受部
への給油量を増加させる、請求項１又は２に記載の軸受装置。
【請求項４】
　前記ポンプによる潤滑油の吐出動作を制御する制御部を更に備え、
　前記制御部は、前記軸受部の状態又は前記軸受部が組み込まれる装置の状態を検知する
検知部の結果に応じて前記ポンプの吐出動作を制御することで、前記軸受部への給油量を
変化させる、請求項１～３のいずれか一項に記載の軸受装置。
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【請求項５】
　前記ポンプによる潤滑油の吐出動作を制御する制御部を更に備え、
　前記制御部は、前記軸受部が組み込まれる装置が有しかつ当該軸受部によって支持され
る回転部を回転させるモータの動作情報を取得し、当該動作情報に応じて前記ポンプの吐
出動作を制御することで前記軸受部への給油量を変化させる、請求項１～４のいずれか一
項に記載の軸受装置。
【請求項６】
　工作機械の軸を支持する軸受装置であって、
　前記ポンプによる潤滑油の吐出動作を制御する制御部を更に備え、
　前記制御部は、前記工作機械がワークを数値制御によって加工するために用いられる情
報に基づいて前記ポンプの吐出動作を制御することで前記軸受部への給油量を変化させる
、請求項１～５のいずれか一項に記載の軸受装置。
【請求項７】
　前記ポンプによる潤滑油の吐出動作を制御する制御部を更に備え、
　前記制御部は、時間管理する機能を備えるタイマー部からの信号によって、前記ポンプ
の吐出動作を制御することで前記軸受部への給油量を変化させる、請求項１～６のいずれ
か一項に記載の軸受装置。
【請求項８】
　取得するパラメータに応じて前記ポンプの動作信号を生成する制御部を更に備え、
　前記ポンプは前記動作信号に基づいて潤滑油を吐出する動作を行う構成であり、
　前記制御部は、前記パラメータの変化の割合と異なる変化の割合で前記軸受部への給油
量を変化させる前記動作信号を生成する、請求項１～７のいずれか一項に記載の軸受装置
。
【請求項９】
　前記ポンプからの潤滑油の吐出による前記軸受部への給油量を、前記軸受部が回転して
いる途中において、変化させる、請求項１～８のいずれか一項に記載の軸受装置。
【請求項１０】
　前記ポンプは、潤滑油の吐出口が設けられているポンプ本体を有し、
　前記給油ユニットは、前記吐出口から前記内輪と前記外輪との間の環状空間に向けて初
速を有して飛ばす潤滑油の供給量を変化させる、請求項１～９のいずれか一項に記載の軸
受装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軸受部と、この軸受部の軸方向隣りに設けられている給油ユニットとを備え
た軸受装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、各種の工作機械では、加工効率及び生産性の向上のために主軸の高速化が要求さ
れている。主軸が高速で回転すると、これを支持する軸受部において焼付き等の不具合が
発生しやすくなることから、潤滑性が特に問題となる。軸受部への潤滑方式としてオイル
エア潤滑が知られているが、この場合、軸受部に供給される油量が必要以上に多くなる傾
向があり、軸受部の回転の際の潤滑油の撹拌抵抗が大きくなってトルクロスが発生する。
【０００３】
　オイルエア潤滑と異なる潤滑方式として、例えば、特許文献１に開示されているように
、軸受部の軸方向隣りに組み込んだ給油ユニットによる給油が提案されている。この給油
ユニットはポンプを有しており、このポンプによって潤滑油を油滴として軸受部に供給し
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１０８３８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の軸受装置によれば、給油ユニットは軸受部に対して必要に応じて潤
滑油を供給することができ、軸受部の潤滑性を確保することが可能となる。しかし、この
ような軸受装置において、給油ユニットからの潤滑油の供給量を制御すればよいが、その
手段は具体化されておらず、この点が課題となっている。なお、前記のような給油ユニッ
トを備える軸受装置は、工作機械のみならず他の様々な機器においても適用され、同様の
課題を有する。
【０００６】
　そこで、本発明は、軸受部と共に設けられている給油ユニットによって好ましい給油を
行うことで、軸受部の回転性能を維持することを可能とする軸受装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　軸受部と共に給油ユニットが設けられている軸受装置に関して、本発明の発明者は、潤
滑油による撹拌抵抗を小さくするためにできるだけ少ない給油量で軸受部の回転性能を維
持することに着目し、本発明を得た。
【０００８】
　本発明の軸受装置は、内輪、外輪、前記内輪と前記外輪との間に介在している複数の転
動体、及び、前記複数の転動体を保持する保持器を有している軸受部と、前記軸受部の軸
方向隣りに設けられている給油ユニットと、を備え、前記給油ユニットは、前記軸受部に
微量の潤滑油を吐出するポンプを有し、前記ポンプからの潤滑油の吐出による前記軸受部
への給油量を変化させる。
　この軸受装置によれば、軸受部に潤滑油を絞って供給することができ、これにより軸受
部における潤滑油の撹拌抵抗を小さくすることが可能となり、また、給油量を絞りつつ必
要な潤滑油を軸受部に与えることで軸受部における焼付き等の不具合を防止し回転性能を
維持することが可能となる。
【０００９】
　なお、軸受部への給油量の変化は、例えば下記の（１）（２）（３）のいずれか一つの
吐出動作をポンプに行わせることによって実現可能であり、この吐出動作により軸受部へ
の所定時間あたりの給油量を変化（増減）させることが可能となる。
　（１）ポンプの一回の吐出動作による潤滑油の吐出量を変化（増減）させる。
　（２）ポンプからの潤滑油の吐出頻度を変化（増減）させる（ポンプの一回の吐出動作
による潤滑油の吐出量は変化しない）。
　（３）ポンプの一回の吐出動作による潤滑油の吐出量を変化（増減）させ、かつ、吐出
頻度についても変化（増減）させる。
【００１０】
　また、前記軸受装置は、前記軸受部の負荷が小さくなる場合、前記ポンプからの潤滑油
の吐出による前記軸受部への給油量を減少させるのが好ましく、これにより、軸受部の負
荷が小さい場合に潤滑油が過剰となって撹拌抵抗が増すのを防ぐことができる。
　また、前記軸受装置は、前記軸受部の負荷が大きくなる場合、前記ポンプからの潤滑油
の吐出による前記軸受部への給油量を増加させるのが好ましく、これにより、軸受部の負
荷が大きくなって潤滑油が更に必要となる状況に対応できる。
【００１１】
　また、給油量を減少させると軸受部における潤滑性能（回転性能）が急に低下する可能
性があるが、前記ポンプからの潤滑油の吐出による前記軸受部への給油量を減少させる前
に、当該給油量を一旦増加させるのが好ましく、これにより、軸受部における潤滑性能（
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回転性能）の急な低下を防ぐことができる。
【００１２】
　また、前記ポンプの制御を行う制御部を軸受装置以外の機器が備えていてもよいが、前
記軸受装置が、前記ポンプによる潤滑油の吐出動作を制御する制御部を更に備え、前記制
御部は、前記軸受部の状態又は前記軸受部が組み込まれる装置の状態を検知する検知部の
結果に応じて前記ポンプの吐出動作を制御することで、前記軸受部への給油量を変化させ
る構成とすることができる。この場合、軸受部又は軸受部が組み込まれる装置における状
態の変化（例えば異常の兆候）が検知部によって捉えられると、給油ユニットは軸受部へ
の給油量を（事前に）変化させることが可能となる。
【００１３】
　また、前記軸受装置は、前記ポンプによる潤滑油の吐出動作を制御する制御部を更に備
え、前記制御部は、前記軸受部が組み込まれる装置が有しかつ当該軸受部によって支持さ
れる回転部を回転させるモータの動作情報を取得し、当該動作情報に応じて前記ポンプの
吐出動作を制御することで前記軸受部への給油量を変化させる構成とすることができる。
この場合、軸受部に作用する負荷が変化すると前記モータの負荷に影響を与えることから
、このモータの動作情報に応じてポンプを制御することで、前記負荷の変化に応じて軸受
部への給油量を変化させることが可能となる。
【００１４】
　また、前記軸受装置は、工作機械の軸を支持する軸受装置であって、前記ポンプによる
潤滑油の吐出動作を制御する制御部を更に備え、前記制御部は、前記工作機械がワークを
数値制御によって加工するために用いられる情報に基づいて前記ポンプの吐出動作を制御
することで前記軸受部への給油量を変化させる構成とすることができる。この場合、例え
ば、ワークの加工開始前に予め軸受部への給油量を増やすことができる。つまり、ワーク
の加工が開始されると軸受部に作用する負荷が変化することから、この負荷の変化が生じ
る前に給油量を変化させることが可能となる。
【００１５】
　また、前記軸受装置は、前記ポンプによる潤滑油の吐出動作を制御する制御部を更に備
え、前記制御部は、時間管理する機能を備えるタイマー部からの信号によって、前記ポン
プの吐出動作を制御することで前記軸受部への給油量を変化させる構成とすることができ
る。この場合、例えば、長い時間について軸受部が回転を停止していたが、その後、回転
を再開する場合に、軸受部への給油量を増加させたり、また、回転が継続すると所定のタ
イミングで軸受部への給油量を減少させたりすることが可能となる。
【００１６】
　また、前記軸受装置は、取得するパラメータに応じて前記ポンプの動作信号を生成する
制御部を更に備え、前記ポンプは前記動作信号に基づいて潤滑油を吐出する動作を行う構
成であり、前記制御部は、前記パラメータの変化の割合と異なる変化の割合で前記軸受部
への給油量を変化させる前記動作信号を生成する構成とすることができる。例えば、前記
パラメータとして軸受部の回転数が取得される場合、この回転数が半減（５０パーセント
減）すると、ポンプによる軸受部への給油量をそれまでの半減よりも更に少ない給油量に
まで減少（例えば７５パーセント減）させることができる。
【００１７】
　また、前記軸受装置は、前記ポンプからの潤滑油の吐出による前記軸受部への給油量を
、前記軸受部が回転している途中において、変化させることができる。このため、軸受部
の回転状況に応じて給油量を刻々と変化させ、適切な潤滑油量を維持することが可能とな
る。
【００１８】
　また、前記ポンプは、潤滑油を先端から滲み出させる針状のノズルを備えたポンプ本体
を有し、このノズルの先端に凝集した潤滑油の油滴が所定の大きさになると、この油滴が
軸受部の回転によるエア流によって先端から離脱し、これにより軸受部に潤滑油（油滴）
が供給される構成であってもよいが、前記ポンプは、潤滑油の吐出口が設けられているポ
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ンプ本体を有し、前記給油ユニットは、前記吐出口から前記内輪と前記外輪との間の環状
空間に向けて初速を有して飛ばす潤滑油の供給量を変化させる構成とすることができる。
この場合、微量とする潤滑油の供給量の変化を精度良く制御することが可能となる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、軸受部に潤滑油を絞って供給することができ、これにより軸受部にお
ける撹拌抵抗を小さくすることが可能となり、また、給油量を絞りつつ必要な潤滑油を軸
受部に与えることで焼付き等の不具合を防止し回転性能を維持することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の軸受装置の実施の一形態を示す断面図である。
【図２】給油ユニットを軸方向から見た図である。
【図３】（Ａ）は、軸受部に作用する負荷の時間変化を示すグラフであり、（Ｂ）は、こ
の負荷の時間変化に応じて行われる給油量の変化を示すグラフである。
【図４】潤滑油の吐出制御の変形例を示すグラフである。
【図５】（Ａ）は、軸受部の回転数の時間変化を示すグラフであり、（Ｂ）は、この回転
数の時間変化に応じて行われる給油量の変化を示すグラフである。
【図６】潤滑油の吐出制御の変形例を示すグラフである。
【図７】給油ユニットを説明するブロック図である。
【図８】給油ユニット、及び軸受部が組み込まれる装置の概略ブロック図である。
【図９】給油ユニット、及び軸受部が組み込まれる装置の概略ブロック図である。
【図１０】給油ユニット、及び時間管理する機能を備えるタイマー部を含む装置の概略ブ
ロック図である。
【図１１】給油ユニットが軸受部に対して行う給油の方式の例を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の軸受装置の実施の一形態を説明する。
〔軸受装置の全体構成について〕
　図１は、本発明の軸受装置の実施の一形態を示す断面図である。図１に示す軸受装置１
０は、工作機械が有する主軸装置の主軸（軸７）を回転可能に支持するものであり、主軸
装置の軸受ハウジング８内に収容されている。図１では、軸７及び軸受ハウジング８を２
点鎖線で示している。なお、軸受装置１０は工作機械以外においても適用可能である。以
下の説明において、軸受装置１０の中心線Ｃに平行な方向を軸方向と呼び、この軸方向に
直交する方向を径方向と呼ぶ。
【００２２】
　軸受装置１０は、軸受部２０と給油ユニット４０とを備えている。軸受部２０は、内輪
２１、外輪２２、複数の玉（転動体）２３、及び、これら複数の玉２３を保持する保持器
２４を有しており、玉軸受（転がり軸受）を構成している。更に、この軸受装置１０は、
円筒状である内輪間座１７及び外輪間座１８を備えている。
【００２３】
　給油ユニット４０は、全体として円環状であり、軸受部２０の軸方向隣りに設けられて
いる。本実施形態の給油ユニット４０は、外輪間座１８の径方向内側に設けられ、内輪２
１と外輪２２との間に形成されている環状空間１１の軸方向隣りに位置しており、この環
状空間１１に潤滑油を供給する機能を有する。給油ユニット４０の構成及び機能について
は後に説明する。なお、図示しないが、給油ユニット４０（後述の本体部４１）と外輪間
座１８とを一体とし、給油ユニット４０が外輪間座としての機能を有するようにしてもよ
い。
【００２４】
　本実施形態では、外輪２２、外輪間座１８、及び給油ユニット４０が軸受ハウジング８
に回転不能として取り付けられており、内輪２１及び内輪間座１７が軸７と共に回転する
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。したがって、外輪２２が、回転しない固定輪となり、内輪２１が、軸７と共に回転する
回転輪となる。
【００２５】
　内輪２１は、軸７に外嵌する円筒状の部材であり、その外周に軌道（以下、内輪軌道２
５という。）が形成されている。本実施形態では、内輪２１と内輪間座１７とは別体であ
るが、図示しないが、これらは一体（一体不可分）であってもよい。外輪２２は、軸受ハ
ウジング８の内周面に固定される円筒状の部材であり、その内周に軌道（以下、外輪軌道
２６という。）が形成されている。本実施形態では、外輪２２と外輪間座１８とは別体で
あるが、図示しないが、これらは一体（一体不可分）であってもよい。玉２３は、内輪２
１と外輪２２との間に介在しており、内輪軌道２５及び外輪軌道２６を転動する。保持器
２４は、環状であり、周方向に沿ってポケット２７が複数形成されている。玉２３及び保
持器２４は前記環状空間１１に設けられている。
【００２６】
　保持器２４は、全体として環状であり、玉２３の軸方向一方側の環状部２８ａと、玉２
３の軸方向他方側の環状部２８ｂと、これら環状部２８ａ，２８ｂを連結している複数の
柱部２９とを有している。環状部２８ａ，２８ｂの間であって周方向で隣り合う柱部２９
，２９の間がポケット２７となり、各ポケット２７に一つの玉２３が収容されている。こ
の構成により、保持器２４は、複数の玉２３を周方向に間隔をあけて保持することができ
る。
【００２７】
　この保持器２４では、軸方向一方側（給油ユニット４０側）の環状部２８ａが外輪２２
の肩部３０と摺接可能となっている。これにより、保持器２４は外輪２２によって径方向
についての位置決めがされる。つまり、この軸受部２０では、保持器２４が外輪案内（軌
道輪案内）される軸受となっている。
【００２８】
　図２は、給油ユニット４０を軸方向から見た図である。給油ユニット４０は、全体とし
て円環形状を有し、環状の本体部４１、タンク４２、及びポンプ４３を備えている。本実
施形態の給油ユニット４０は、更に、各種センサ５０、制御部４４及び電源部４５を備え
ている。
【００２９】
　本体部４１は、例えば樹脂製の環状部材であり、ポンプ４３等を収容（保持）するフレ
ームとしての機能も有している。つまり、本体部４１には中空空間が形成されており、こ
の中空空間にタンク４２、ポンプ４３、センサ５０、制御部４４及び電源部４５が設けら
れる。これにより、本体部４１、タンク４２、ポンプ４３、センサ５０、制御部４４及び
電源部４５を含む給油ユニット４０は一体として構成される。
【００３０】
　タンク４２は、潤滑油を溜めるものであり、潤滑油をポンプ４３へ供給させるためにポ
ンプ４３と流路を通じて繋がっている。
　ポンプ４３は、ポンプ内部に圧電素子５５を有しており、この圧電素子５５が動作する
ことでポンプ４３内の油室（内部空間）５４の容積を変化させ、この油室５４の潤滑油を
ポンプ４３の吐出口５１から環状空間１１（図１参照）に噴出させることができる。吐出
口５１は、ポンプ４３が有するポンプ本体５６に形成されており、油室５４も吐出口５１
と繋がるようにしてポンプ本体５６に形成されている。なお、ポンプ４３の一回の動作（
吐出動作）で、数ピコリットル～数ナノリットルの潤滑油が噴出される。また、ポンプ４
３は時間間隔をあけて所定量の潤滑油を吐出するように制御されており、軸受部２０に潤
滑油を絞って供給することができ、潤滑油の無駄な消費が抑えられる。
　電源部４５は、ポンプ４３、センサ５０及び制御部４４へ動作用の電力を供給する。
【００３１】
　図７は、給油ユニット４０を説明するブロック図である。制御部４４は、プログラミン
グされたマイコンや演算回路等を含む基板回路により構成されており、後述する各種セン
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サ５０から出力される検出信号を取得する。制御部４４は、センサ５０の出力（検出信号
）を増幅する増幅器や、増幅させた信号に基づいて判定処理を行う判定回路部等を有して
いる。また、制御部４４は、動作信号を生成し、この動作信号をポンプ４３に対して与え
る機能を有している。制御部４４は、前記動作信号として、ポンプ４３の圧電素子４３ａ
（図２参照）に対して所定の駆動電力を与える（所定の電圧を印加する）。本実施形態の
ポンプ４３は制御信号（駆動電圧）を受けると、それに応じた一定量（微量）の潤滑油を
吐出する構成である。制御部４４は、ポンプ４３に対して動作信号を周期的に出力するこ
とで、ポンプ４３は周期的に潤滑油を吐出する。以上のように、制御部４４は、ポンプ４
３による潤滑油の吐出動作を制御する機能を有している。
【００３２】
　ポンプ４３は、前記のとおり圧電素子５５の動作によって油室５４の容積を変化させ、
潤滑油を環状空間１１に噴出させる。このポンプ４３の構成によれば、圧電素子５５の動
作量（変形量）を変化させることでポンプ４３の一回あたりの吐出動作による潤滑油の吐
出量を変化させることができる。例えば、圧電素子５５の動作量を大きくすることで一回
の吐出量を増加させることが可能となる。なお、圧電素子５５の動作量（変形量）は、圧
電素子５５に印加する電圧の大きさによって変化する。そして、この電圧の大きさが制御
部４４によって調整される。つまり、制御部４４が、圧電素子５５に対して所定の値の電
圧を印加させる動作信号を生成し出力することで、その電圧に応じた動作量について圧電
素子５５は動作し潤滑油の吐出が行われる。
　また、前記動作信号を出力するタイミングについても制御部４４によって調整されてお
り、ポンプ４３は時間間隔を有して潤滑油を吐出する。つまり、制御部４４は、ポンプ４
３からの潤滑油の吐出頻度（吐出の周期）を変化させることができる。
【００３３】
〔ポンプ４３による潤滑油の吐出動作について〕
　前記構成を備えている軸受装置１０は、給油ユニット４０が有するポンプ４３からの潤
滑油の吐出による軸受部２０への給油量を変化させる。この具体的な態様について、以下
説明する。
【００３４】
　なお、軸受部２０への給油量の変化は、例えば下記の（１）（２）（３）のいずれか一
つの吐出動作をポンプ４３に行わせることによって実現可能であり、この吐出動作により
軸受部２０への所定時間あたりの給油量を変化（増減）させることが可能となる。
（１）ポンプ４３の一回の吐出動作による潤滑油の吐出量を変化（増減）させる。
（２）ポンプ４３からの潤滑油の吐出頻度を変化（増減）させる（ポンプ４３の一回の吐
出動作による潤滑油の吐出量は変化しない）。
（３）ポンプ４３の一回の吐出動作による潤滑油の吐出量を変化（増減）させ、かつ、吐
出頻度についても変化（増減）させる。
【００３５】
〔軸受部２０の負荷に応じた給油量の変化（その１）〕
　図３（Ａ）は、軸受部２０（図１参照）に作用する負荷の時間変化を示すグラフであり
、図３（Ｂ）は、この負荷の時間変化に応じて行われる給油量の変化を示すグラフである
。軸受部２０に作用する負荷は、例えば、次のような場合に変化する。
　（事象１）内輪２１及び外輪２２における玉２３の転がり疲れにより軸受部２０に潤滑
不良（潤滑不足）や摩耗が生じた場合に、軸受部２０の負荷は大きくなる。
　（事象２）潤滑不良（潤滑不足）や摩耗により各部の摩擦抵抗が増大した場合に、軸受
部２０の負荷は大きくなる。
　（事象３）各部における潤滑不良（潤滑不足）や摩耗が発生した場合に、軸受部２０の
負荷は大きくなる。
　（事象４）軸受部２０に偏荷重が作用した場合に軸受部２０の負荷は大きくなり、偏荷
重が解消されると軸受部２０の負荷は小さくなる。
　（事象５）軸受部２０の回転数が変化した場合、特に軸受部２０の回転が加速や減速し
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滑りが生じる場合に、軸受部２０の負荷は変化する。
　このように、軸受部２０の負荷には、軸受部２０の回転抵抗の他に、軸受部２０におけ
る滑りが含まれる。以下において、軸受部２０の負荷を「軸受負荷」とも呼ぶ場合もある
。
【００３６】
　本実施形態では、前記のような軸受負荷を検出するための手段（検知部）を軸受装置１
０は備えている。具体的に説明すると、給油ユニット４０は前記検知部としてＡＥセンサ
５０（図７参照）を備えており、このＡＥセンサ５０によって前記事象１の「玉２３の転
がり疲れ」を検知可能である。つまり、玉２３の転がり疲れが軸受部２０に生じると、セ
ンサ５０によって閾値を超える信号が検出され、この場合、制御部４４の制御によって、
ポンプ４３からの潤滑油の吐出による軸受部２０への給油量を増加させる。これにより、
軸受負荷を緩和することが可能となる。
【００３７】
　なお、以下の説明において、センサの形式が異なっていても、センサの符号を「５０」
として示す。
【００３８】
　軸受装置１０（給油ユニット４０）は、軸受負荷を検出するための手段（検知部）とし
て温度を検知するセンサ５０（以下、温度センサ５０という。図７参照）を備えており、
潤滑不良（潤滑不足）や摩耗による前記事象２「各部の摩擦抵抗の増大」を検知するよう
に構成してもよい。例えば、図１において、保持器２４（環状部２８ａ）と外輪２２の肩
部３０との間が貧潤滑状態となって摩擦抵抗が大きくなると、これらの摺接部分の温度が
上昇する。そこで、温度センサ５０によって閾値を超える信号が検出されると、制御部４
４の制御によって、ポンプ４３からの潤滑油の吐出による軸受部２０への給油量を増加さ
せる。これにより、前記摩擦抵抗を小さくし発熱を抑えることが可能となる。温度センサ
５０を赤外線センサとすることができる。
【００３９】
　軸受装置１０（給油ユニット４０）は、前記事象３「各部における潤滑不良（潤滑不足
）や摩耗」を検知するために、振動、音、変位のいずれかを検知するための構成を備えて
いてもよい。具体的に説明すると、振動を検知するためには振動センサを備えていればよ
く、音を検知するためには音センサ（マイク）を備えていればよく、変位を検知するため
にはカメラを備えていればよい。このように振動センサ、音センサ、カメラが、軸受部２
０の状態を検知する検知部（センサ５０）となる。
　例えば、保持器２４（環状部２８ａ）と外輪２２の肩部３０との間が貧潤滑状態となっ
て、保持器２４の振動が大きくなると、前記振動センサによって閾値を超える信号が検出
される。この場合、制御部４４の制御によって、ポンプ４３からの潤滑油の吐出による軸
受部２０への給油量を増加させる。これにより、前記振動を抑制することが可能となる。
　また、保持器２４（環状部２８ａ）と外輪２２の肩部３０との間が貧潤滑状態となると
、これらの間に比較的大きな音（衝突音）が発生する。この音が大きくなると、前記音セ
ンサによって閾値を超える信号が検出される。この場合、制御部４４の制御によって、ポ
ンプ４３からの潤滑油の吐出による軸受部２０への給油量を増加させる。これにより、前
記音を抑制することが可能となる。
　また、保持器２４（環状部２８ａ）と外輪２２の肩部３０との間で滑り接触が生じるが
、例えば、保持器２４（環状部２８ａ）が摩耗すると、保持器２４の変位が大きくなる。
すると、前記カメラによってその変位値が取得され、変位置が閾値を超える場合、制御部
４４の制御によって、ポンプ４３からの潤滑油の吐出による軸受部２０への給油量を増加
させる。これにより、前記摩耗の進行を抑制することが可能となる。
【００４０】
　軸受装置１０は、前記事象４「軸受部２０に作用する偏荷重」を検知するために、圧力
（又はひずみ）を検知するためのセンサ５０を備えていてもよい。例えば、軸受部２０に
偏荷重が作用すると、軸受装置１０の一部に偏荷重作用前と比較して大きな圧力が作用し
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たり、軸受装置１０の一部に偏荷重作用前と比較して大きなひずみが作用したりする。こ
の圧力又はひずみが大きくなると、前記センサ５０によって閾値を超える信号が検出され
る。この場合、制御部４４の制御によって、ポンプ４３からの潤滑油の吐出による軸受部
２０への給油量を増加させる。これにより、前記偏荷重による軸受部２０の負荷による摩
耗等を抑制することが可能となる。
【００４１】
　軸受装置１０（給油ユニット４０）は、前記事象５「軸受部２０の回転数の変化」を検
知するために、軸受部２０の回転数を取得するためのセンサ５０を備えていてもよい。こ
の場合、センサ５０によって刻々と軸受部２０の回転数が検知され、回転数の変化が閾値
を超えると、制御部４４の制御によって、ポンプ４３からの潤滑油の吐出による軸受部２
０への給油量を増加させたり減少させたりする。なお、軸受部２０の回転数の変化による
給油の制御については、図５を用いて後に説明する。
【００４２】
　また、軸受部２０の負荷に応じた給油量の変化の例として、軸受部２０に焼付きの兆候
が生じた場合に給油量を増加させる制御が制御部４４によって行われるように構成しても
よい。このためには、軸受装置１０（給油ユニット４０）は匂いを検知するためのセンサ
５０を備えていればよい。
【００４３】
〔軸受部２０の負荷に応じた給油量の変化（その２）〕
　前記のとおり様々な事象により軸受負荷は時間的に変化する。この時間的変化に応じた
給油量の制御について説明する。図３（Ａ）に示すように、時刻ｔ１から時刻ｔ２までは
軸受負荷が徐々に大きくなっている。軸受負荷が大きくなると、それまでよりも多くの潤
滑油が必要となる。そこで、この場合、図３（Ｂ）に示すように、時刻ｔ１から時刻ｔ２
までの間、ポンプ４３からの潤滑油の吐出による軸受部２０への給油量を増加させている
。このように、軸受部２０の負荷が大きくなる場合、ポンプ４３による給油量を増加させ
る制御が行われることで、軸受負荷が大きくなって潤滑油が必要となる状況に対応するこ
とができる。
【００４４】
　図３（Ａ）において、時刻ｔ２から時刻ｔ３までは軸受負荷が変化しない。そこで、図
３（Ｂ）に示すように、時刻ｔ２から時刻ｔ３までの間、ポンプ４３からの潤滑油の吐出
による軸受部２０への給油量を一定としている。
【００４５】
　図３（Ａ）に示すように、時刻ｔ３から時刻ｔ４までは軸受負荷が徐々に小さくなって
いる。軸受負荷が小さくなると、それまでよりも潤滑油が少なくて済む。そこで、この場
合、図３（Ｂ）に示すように、時刻ｔ３から時刻ｔ４までの間、ポンプ４３からの潤滑油
の吐出による軸受部２０への給油量を減少させている。このように、軸受部２０の負荷が
小さくなる場合、ポンプ４３による給油量を減少させる制御が行われることで、潤滑油が
過剰となって撹拌抵抗が増すのを防ぐことができる。
【００４６】
　以上のように、本実施形態の軸受装置１０では、軸受負荷の変化に応じてポンプ４３か
らの潤滑油の吐出による軸受部２０への給油量を変化させる制御が行われる。この軸受装
置１０によれば（特に負荷が小さくなる場合に）軸受部２０に潤滑油を絞って供給するこ
とができ、これにより軸受部２０における潤滑油の撹拌抵抗を小さくすることが可能とな
り、また、給油量を絞りつつ必要な潤滑油を軸受部２０に与えることで焼付き等の不具合
を防止し回転性能を維持することが可能となる。
【００４７】
　図４は、図３（Ｂ）に示す潤滑油の吐出制御の変形例を示すグラフである。図４に示す
ように、時刻ｔ２の後、給油量は一定であるが、時刻ｔ３の直後において、給油量を一旦
増加させた後、給油量を減少させている。これは、軸受部２０における潤滑性能（回転性
能）の急な低下を防ぐためである。すなわち、例えば給油量を減少させるのが好ましいタ



(10) JP 6828478 B2 2021.2.10

10

20

30

40

50

イミングではないにも関わらず給油量を減少させると、軸受部２０における潤滑性能（回
転性能）が急に低下する可能性がある。そこで、図４に示す形態では、ポンプ４３からの
潤滑油の吐出による軸受部２０への給油量を減少させる前に、この給油量を一旦増加させ
る制御が行われる。これにより、例えば誤って軸受部２０への給油量を減少させるような
場合であっても軸受部２０における潤滑性能（回転性能）の急な低下を防ぐことが可能と
なる。
【００４８】
〔軸受部２０の負荷に応じた給油量の変化（その３）〕
　軸受部２０の回転数の変化による給油の制御について説明する。図５（Ａ）は、軸受部
２０の回転数の時間変化を示すグラフであり、図５（Ｂ）は、この回転数の時間変化に応
じて行われる給油量の変化を示すグラフである。本実施形態の場合、軸受部２０の回転数
は内輪２１の回転数である。図５（Ａ）に示すように、時刻ｔ１から時刻ｔ２までは回転
数が徐々に高くなっている。回転数が高くなると（加速すると）軸受部２０において滑り
が生じやすく、この滑りによる焼付きが生じやすくなり、それまでよりも多くの潤滑油が
必要となる。そこで、図５（Ｂ）に示すように、時刻ｔ１から時刻ｔ２までの間、ポンプ
４３からの潤滑油の吐出による軸受部２０への給油量を（基準値Ｑ０よりも）増加させて
いる。このように、軸受部２０が加速する場合、ポンプ４３による給油量を増加させる制
御が行われる。これにより、軸受部２０が加速して軸受負荷が大きくなり潤滑油が必要と
なる状況に対応することができる。
【００４９】
　図５（Ａ）において、時刻ｔ２から時刻ｔ３までは回転数が変化しない。この場合、軸
受部２０で滑りが生じ難く、潤滑油が少なくて済む。そこで、図５（Ｂ）に示すように、
時刻ｔ２から時刻ｔ３までの間、ポンプ４３からの潤滑油の吐出による軸受部２０への給
油量を（基準値Ｑ０よりも）減少させ、また、その給油量を一定としている。
【００５０】
　図５（Ａ）に示すように、時刻ｔ３から時刻ｔ４までは回転数が徐々に低くなっている
。回転数が低くなると（減速すると）軸受部２０において滑りが生じやすく、この滑りに
よる焼付きが生じやすくなり、それまでよりも潤滑油が必要となる。そこで、図５（Ｂ）
に示すように、時刻ｔ３から時刻ｔ４までの間、ポンプ４３からの潤滑油の吐出による軸
受部２０への給油量を（回転数が変化しない場合よりも、更には、基準値Ｑ０よりも）増
加させている。このように、軸受部２０が減速する場合、ポンプ４３による給油量を増加
させる制御が行われる。これにより、軸受部２０が減速して軸受負荷が大きくなり潤滑油
が必要となる状況に対応することができる。
【００５１】
　以上のように、本実施形態の軸受装置１０では、軸受負荷の変化に応じてポンプ４３か
らの潤滑油の吐出による軸受部２０への給油量を変化させる制御が行われる。この軸受装
置１０によれば（特に、回転数が変化しない場合に）軸受部２０に潤滑油を絞って供給す
ることができ、これにより軸受部２０における潤滑油の撹拌抵抗を小さくすることが可能
となり、また、給油量を絞りつつ必要な潤滑油を軸受部２０に与えることで焼付き等の不
具合を防止し回転性能を維持することが可能となる。
【００５２】
　図６は、図５（Ｂ）に示す潤滑油の吐出制御の変形例を示すグラフである。図６に示す
ように、時刻ｔ１の後、給油量は一定であるが、時刻ｔ２の直後において、給油量を一旦
増加させた後、給油量を減少させている。これは、軸受部２０における潤滑性能（回転性
能）の急な低下を防ぐためである。すなわち、例えば給油量を減少させるのが好ましいタ
イミングではないにも関わらず給油量を減少させると軸受部２０における潤滑性能（回転
性能）が急に低下する可能性がある。そこで、図６に示す形態では、ポンプ４３からの潤
滑油の吐出による軸受部２０への給油量を減少させる前に、この給油量を一旦増加させる
制御が行われる。これにより、例えば誤って軸受部２０への給油量を減少させるような場
合であっても軸受部２０における潤滑性能（回転性能）の急な低下を防ぐことが可能とな
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る。
〔軸受部２０の負荷に応じた給油量の変化（小括）〕
　前記のとおり各種センサ５０（図７参照）について説明したが、本実施形態の軸受装置
１０では、少なくとも一つのセンサ５０の検知結果が用いられればよい。
　そして、軸受部２０の負荷に応じた給油量の変化の各例で説明したように、本実施形態
の軸受装置１０の給油ユニット４０は（図７参照）、ポンプ４３による潤滑油の吐出動作
を制御する制御部４４と、軸受部２０の状態を検知する検知部としての各種センサ５０と
を備えている。制御部４４は、センサ５０による検知結果に応じてポンプ４３の吐出動作
を制御することで、軸受部２０への給油量を変化させる構成となっている。これにより、
各種センサ５０によって軸受部２０における状態の変化（例えば異常の兆候）を捉えて事
前に軸受部２０への給油量を変化させることが可能となる。
【００５３】
　前記の各種センサ５０は、給油ユニット４０の一部（本体部４１）に取り付けられてい
ればよい（図２参照）。なお、前記圧力センサ（ひずみセンサ）については、軸受部２０
（内輪２１又は外輪）や間座（内輪間座１７又は外輪間座１８）に取り付けられているの
が好ましい。
【００５４】
　または、（前記圧力センサ（ひずみセンサ）を除く）前記の各種センサ５０は、軸受部
２０が組み込まれる装置、つまり、本実施形態では工作機械（主軸装置の一部、ただし軸
受部２０の近傍）に設置されていてもよい。この場合、工作機械（主軸装置の一部）の状
態を検知する検知部として前記各種センサ５０を、この工作機械（主軸装置）が備えてお
り、この各種センサ５０による検知結果を、給油ユニット４０の制御部４４が取得する。
制御部４４は、この検知結果に応じてポンプ４３の吐出動作を制御することで軸受部２０
への給油量を変化させる。これにより、主軸装置の一部を介して軸受部２０の状態を検知
することができ、その状態の変化（例えば異常の兆候）を捉えて事前に軸受部２０への給
油量を変化させることが可能となる。
【００５５】
〔給油ユニット４０の給油動作（その１）〕
　図８は、給油ユニット４０、及び軸受部２０が組み込まれる装置の概略ブロック図であ
る。軸受部２０が組み込まれる装置は、本実施形態の場合、工作機械５であり、工作機械
５は、軸受部２０によって回転可能として支持される回転部として軸（主軸）７を有して
いる他に、この軸（回転部）７を回転させるモータ（減速機付モータ）６を備えている。
軸７は、加工の対象となるワークを回転させるための軸であってもよく、又は、ワークに
対して切削等の加工を行う工具を回転させるための軸であってもよい。工作機械５の加工
対象となるワークの材質や加工速度（送り速度）が異なると、モータ６の負荷（トルク）
が変わる。
【００５６】
　そこで、給油ユニット４０の制御部４４は、モータ６の動作情報ｉ１として、本実施形
態ではモータ６の電流値情報を刻々と取得する。例えば、加工抵抗（切削抵抗）が大きく
、軸７及び軸受装置１０（軸受部２０）に作用する負荷が高くなる場合、モータ６の負荷
が大きくなり、この場合、モータ６の電流値も大きくなる。そこで、制御部４４は取得し
た電流値が（閾値よりも）大きくなるとポンプ４３からの給油量を増加させる制御を行う
。これに対して、加工抵抗（切削抵抗）が小さく、軸７及び軸受装置１０（軸受部２０）
に作用する負荷が低くなる場合、モータ６の負荷が小さくなり、この場合、モータ６の電
流値も小さくなる。そこで、制御部４４は取得した電流値が（下の閾値よりも）小さくな
るとポンプ４３からの給油量を減少させる制御を行う。
【００５７】
　なお、モータ６の動作情報ｉ１は、電流値以外であってもよく、例えば、電圧値やトル
ク値であってもよい。このように、図８に示す形態では、制御部４４は、軸受部２０が組
み込まれる装置（工作機械５）が有しかつこの軸受部２０によって支持される回転部（軸
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７）を回転させるモータ６の動作情報ｉ１を取得し、この動作情報ｉ１に応じてポンプ４
３の吐出動作を制御することで軸受部２０への給油量を変化させる機能を有している。こ
の構成によれば、軸７及びこの軸７を支持する軸受部２０に作用する負荷が変化すると、
モータ６の負荷に影響を与えることから、このモータ６の動作情報ｉ１に応じてポンプ４
３を制御することで、前記負荷の変化に応じて軸受部２０への給油量を変化させることが
可能となる。
【００５８】
〔給油ユニット４０の給油動作（その２）〕
　図９は、給油ユニット４０、及び軸受部２０が組み込まれる装置の概略ブロック図であ
る。軸受部２０が組み込まれる装置は工作機械５であり、特に本実施形態の工作機械５は
、数値制御によりワークＷを工具４によって加工（例えば切削加工）する装置（ＮＣ工作
機械）である。つまり、図９により説明する軸受部２０及び給油ユニット４０を備えてい
る軸受装置１０は、工作機械５の軸（回転軸）７を支持する軸受装置である。本実施形態
では、軸受部２０が支持する軸７を、工具４を回転させるための軸としているが、（図示
しないが）加工の対象となるワークＷを回転させるための軸であってもよい。
【００５９】
　工作機械５は、ワークＷの寸法（ワークＷの加工前後の寸法）の情報等を記憶するメモ
リ５ａ、工具４を移動させるアクチュエータ５ｂ、及び前記情報と加工条件等に基づいて
アクチュエータ５ｂを動作させるコントロール部５ｃを備えている。コントロール部５ｃ
は、コンピュータにより構成されており、指令信号をアクチュエータ５ｂに出力すること
でアクチュエータ５ｂを動作させる。アクチュエータ５ｂによって、まず工具４をワーク
Ｗの近傍まで高速で送り（移動させ）、その後、低速で工具４を送りながらワークＷを加
工する。このようなワークＷを加工するためのアクチュエータ５ｂの動作は、前記寸法の
情報等を用いてコントロール部５ｃが生成する数値制御情報（ＮＣ情報）に基づいて行わ
れる。
【００６０】
　ここで、工作機械５における加工荷重について説明する。工作機械５によりワークＷの
加工を開始すると、つまり、工具４がワークＷに接触すると、軸７及び軸受部２０に重荷
重や偏荷重等の加工荷重が作用し、軸受部２０における負荷状態が変化する。そして、ワ
ークＷの加工が終了すると、工具４を低速から高速としてワークＷから退避させる。
　そこで、給油ユニット４０の制御部４４は、工作機械５（コントロール部５ｃ）から前
記数値制御情報（ＮＣ情報）ｉ２を取得し、前記加工荷重が作用して負荷状態が変化する
前に、つまり、軸受部２０の負荷が大きくなる前に、制御部４４は、軸受部２０への給油
量を増加させる制御を行う。具体的に説明すると、前記のとおり、アクチュエータ５ｂが
動作して工具４をワークＷの近傍まで高速で送り、その後、低速で工具４を送りながらワ
ークＷを加工することから、工具４の送り速度が前記のとおり高速から低速へと変化する
タイミングで、制御部４４は軸受部２０への給油量を増加させる制御を行う。そして、ワ
ークＷの加工が終わり、工具４の送り速度が低速から高速に変化し、高速で一定速度にな
ると、制御部４４は、軸受部２０への給油量を増加させる制御を行う。
【００６１】
　前記実施形態では、数値制御情報（ＮＣ情報）ｉ２として「送り」に関する情報を用い
る場合について説明したが、「工具４とワークＷとの相対位置」に関する情報を用いても
よい。つまり、工具４とワークＷとが接近状態となるタイミングで、制御部４４は軸受部
２０への給油量を増加させる制御を行い、加工後、工具４とワークＷとが離れるタイミン
グで、制御部４４は軸受部２０への給油量を減少させる制御を行ってもよい。
【００６２】
　特にワークＷが比較的硬い材質である場合、より一層、軸受部２０への給油量を増加さ
せるのが好ましい。ワークＷの材質は前記数値制御情報（ＮＣ情報）ｉ２に含まれている
。工作機械５がフライス盤である場合、その工具４（刃具）、工具４を回転させる軸７、
及び軸７を支持する軸受部２０に作用する偏荷重が大きくなることから、より一層給油量
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を増加させるのが好ましい。
【００６３】
　また、数値制御情報（ＮＣ情報）ｉ２として「回転数」に関する情報を用いてもよい。
この回転数は、加工の対象となるワークＷを回転させるための軸の値であってもよく、又
は、ワークＷに対して切削等の加工を行う工具４を回転させるための軸の値であってもよ
く、本実施形態の軸受装置１０によって支持される軸の値である。既に説明したように、
軸７及び軸受部２０の回転が加速する場合、及び、回転が減速する場合、軸受部２０にお
いて滑りが発生しやすいことから、制御部４４の制御によって、回転数が増加又は減少す
る直前にポンプ４３による軸受部２０への給油量を増加させ、また、回転数が一定となる
と給油量を減少させる。
【００６４】
　また、数値制御情報（ＮＣ情報）ｉ２として、ワークＷに対する工具４の姿勢に関する
情報を用いてもよい。例えば、ワークＷの一部にアール面を形成する等、曲面加工を行う
場合、アクチュエータ５ｂは工具４をワークＷに接触させながら工具４の姿勢を変化させ
る。このように工具４の姿勢が変化すると、この工具４を回転させる軸７を支持する軸受
部２０において重荷重や偏荷重が作用し、更に、工具４の姿勢が変化する速度（以下、こ
れを角速度という。）が高くなると、軸７及び軸受部２０の負荷が大きくなる。そこで、
角速度が高くなる直前に、制御部４４は軸受部２０への給油量を増加させる制御を行い、
角速度が低くなると、制御部４４は軸受部２０への給油量を減少させる制御を行う。
【００６５】
　このように、給油ユニット４０の制御部４４は、工作機械５がワークＷを数値制御によ
って加工するために用いられる情報ｉ２を取得可能であり、この情報ｉ２に基づいてポン
プ４３の吐出動作を制御することで、軸受部２０への給油量を変化させる機能を有してい
る。この構成によれば、ワークＷの加工開始前に予め軸受部２０への給油量を増やすこと
ができ、また、例えば、軸７の回転数が変化して軸受部２０における滑りが発生しやすい
場合に予め軸受部２０への給油量を増やすことができる。つまり、ワークＷの加工が開始
されると軸受部２０に作用する負荷が変化することから、この負荷の変化が生じる前に給
油量を変化させることが可能となり、軸受部２０において不具合が発生するのを未然に防
ぐことができる。
【００６６】
〔給油ユニット４０の給油動作（その３）〕
　図１０は、給油ユニット４０、及び時間管理する機能を備えるタイマー部９を含む装置
（工作機械５）の概略ブロック図である。本実施形態のタイマー部９は、経過時間をカウ
ントする機能を有し、工作機械５のコントロール部５ｃが備えている。工作機械５が長時
間停止している場合、この工作機械５が有する軸７を支持する軸受部２０は貧潤滑状態と
なっている可能性がある。そこで、給油ユニット４０の制御部４４は、タイマー部９から
経過時間の情報ｉ３を取得することができ、この経過時間を閾値と比較し、長い時間につ
いて工作機械５が停止しており、軸受部２０も回転を停止していたが、回転を再開する場
合（つまり、前記経過時間が閾値を超えている場合）、制御部４４はポンプ４３による軸
受部２０への給油量を増加させる。そして、タイマー部９が運転開始からの時間経過をカ
ウントし、運転（回転）が所定時間について継続すると、制御部４４は、所定のタイミン
グで軸受部２０への給油量を減少させる。このように、制御部４４は、時間管理する機能
を備えるタイマー部９からの信号（前記経過時間の情報ｉ３）によって、ポンプ４３の吐
出動作を制御することで軸受部２０への給油量を変化させる機能を有している。これによ
り、工作機械５の運転開始時における軸受部２０の焼付き等の不具合の発生を防ぐことが
可能となる。なお、タイマー部９は給油ユニット４０の制御部４４が有していてもよい。
【００６７】
〔給油ユニット４０の給油動作（その４）〕
　図１に示す給油ユニット４０が軸受部２０に対して行う給油の方式の例を、図１１のグ
ラフに示している。図１１では、ポンプ４３からの給油量を変化させるために用いられる
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パラメータとして「軸受部２０の回転数（軸受回転数）」が用いられている。軸受部２０
の回転数は工作機械５の軸７の回転数と同じであることから、給油ユニット４０の制御部
４４は、この回転数の情報を工作機械５から取得することができる。または、この回転数
の情報を、給油ユニット４０が備えているセンサ５０に基づいて取得してもよい。
【００６８】
　制御部４４は、軸受部２０の回転数に応じて適切な給油量を軸受部２０に与えるための
動作信号を生成し、この動作信号をポンプ４３に与える。例えば、回転数が高い場合、給
油量を増加させる動作信号が生成され、回転数が低い場合、給油量を減少させる動作信号
が生成される。このように、制御部４４は、取得する軸受部２０の回転数（パラメータ）
に応じてポンプ４３の動作信号を生成し、ポンプ４３はこの動作信号に基づいて潤滑油を
吐出する動作を行う。
【００６９】
　図１１により具体例を説明する。図１１（Ａ）に示すように、時刻ｔで前記回転数が「
Ｎ（ｒｐｍ）」から半減し「Ｎ／２（ｒｐｍ）」に低下したとする。図１１（Ｂ）に示す
ように、時刻ｔ前のポンプ４３から軸受部２０への給油量（単位時間あたりの給油量）を
「Ｑ」とする。前記回転数が半減することで、制御部４４は給油量を「Ｑ」よりも減少さ
せる動作信号を生成するが、この際、生成する動作信号は、回転数の半減と同様に給油量
を半減させる信号ではなく（「Ｑ／２」ではなく）、半減量「Ｑ／２」を超えて更に給油
量を減らす信号とする。図１１（Ｂ）に示す形態では、回転数が半減（５０パーセント減
）した場合に、軸受部２０への給油量をそれまでよりも更に少ない給油量として「Ｑ／４
」としている（７５パーセント減）。このように低回転時では、少ない給油量としても軸
受部２０における焼付きを防ぐことができる。
【００７０】
　このように、制御部４４は、軸受部２０の回転数（パラメータ）の変化の割合と異なる
変化の割合で、軸受部２０への給油量を変化させる動作信号を生成する。なお、ポンプ４
３からの給油量を変化させるために用いられるパラメータは、軸受部２０の回転数以外で
あってもよく、他の軸受負荷とすることができる。
【００７１】
〔本実施形態の軸受装置１０について〕
　以上の各構成を備えている本実施形態の軸受装置１０（図１参照）は、給油ユニット４
０を有し、この給油ユニット４０は、軸受部２０に微量の潤滑油を吐出するポンプ４３を
有しており、様々な条件によりこのポンプ４３からの潤滑油の吐出による軸受部２０への
給油量を変化させている。この軸受装置１０によれば、軸受部２０に潤滑油を絞って供給
することができ、これにより軸受部２０における潤滑油の撹拌抵抗を小さくすることが可
能となり、また、給油量を絞りつつ必要な潤滑油を軸受部２０に与えることで焼付き等の
不具合を防止し回転性能を維持することが可能となる。
　特に、前記軸受装置１０では、ポンプ４３からの潤滑油の吐出による軸受部２０への給
油量を、軸受部２０が回転している途中において変化させており、これにより、軸受部２
０の回転状況に応じて給油量を変化させ、適切な潤滑油量を維持することが可能となる。
【００７２】
　本実施形態の軸受装置１０のように、軸受部２０における潤滑油の撹拌抵抗が小さくな
ることで、軸受部２０におけるトルクロスの低減が可能となる。また、適切な量の潤滑油
が軸受部２０に供給されることで、発熱の抑制が可能となり、また、給油量を微量とする
ことで消費潤滑油量の低減が可能となる。このためタンク４２（図２参照）の容量に制限
があっても無駄に潤滑油を消費せず、長期にわたって給油ユニット４０を機能させること
が可能となる。
【００７３】
　また、ポンプ４３は、図示しないが、潤滑油を先端から滲み出させる針状のノズルを備
えるポンプ本体を有し、このノズルの先端に凝集した潤滑油の油滴が所定の大きさになる
と、この油滴が軸受部２０の回転によるエア流によって先端から離脱して軸受部２０に潤
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構成と異なる。つまり、本実施形態のポンプ４３は、微細な穴からなる潤滑油の吐出口５
１が設けられているポンプ本体５６（図１参照）を有しており、吐出口５１から内輪２１
と外輪２２との間の環状空間１１に向けて、初速を有して潤滑油を飛ばす構成である。そ
して、このポンプ４３からの潤滑油の供給量を変化させる。このようなポンプ４３によれ
ば、微量とする潤滑油の供給量の変化を精度良く制御することが可能となる。つまり、潤
滑油の供給量が微量であるが、その供給量の小さな変化を精度良く制御することが可能と
なる。
【００７４】
　前記各形態では、ポンプ４３の制御を行う制御部４４を給油ユニット４０が備えている
場合について説明したが、この制御部４４については軸受装置１０の外部に設置されてい
てもよい。つまり、軸受装置１０以外の機器（例えば、本実施形態の場合、工作機械の制
御装置（コントロール部））が備えていてもよく、この機器の制御部の一部の機能によっ
て前記制御部４４が構成されていてもよい。
【００７５】
　また、前記のとおり開示した実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではな
い。つまり、本発明の軸受装置は、図示する形態に限らず本発明の範囲内において他の形
態のものであってもよい。
　例えば、図１に示す軸受部２０はアンギュラ玉軸受であるが、軸受の形式はこれに限ら
ず、深溝玉軸受であってもよく、また、軸受部２０は、転動体としてころを有している円
すいころ軸受や円筒ころ軸受等であってよい。
　また、前記実施形態では、外輪２２を固定輪としており、外輪２２が保持器２４の径方
向についての位置決めを行う構成として説明したが、反対であってもよい。つまり、内輪
２１を固定輪とし、内輪２１が保持器２４の径方向についての位置決めを行うように構成
してもよい。すなわち、軸受部２０では、内輪２１と外輪２２とのうちの一方が回転輪で
あって他方が固定輪となっていればよい。
　前記実施形態では、電源部４５が給油ユニット４０に含まれる場合について説明したが
、給油ユニット４０の外部、つまり、軸受装置１０の外部に設置されていてもよい。この
場合、給油ユニット４０と外部とが電力線を通じて接続される。
【００７６】
　前記実施形態で説明する給油ユニット４０は、軸受部２０と共に設けられることで軸受
装置１０が構成されているが、軸受部２０以外の機構（ギヤ部等）と共に設けられていて
もよい。
【符号の説明】
【００７７】
　５：工作機械　　　　　　６：モータ　　　　　　　７：軸（回転部）
　９：タイマー部　　　　　１０：軸受装置　　　　　１１：環状空間
　２０：軸受部　　　　　　２１：内輪　　　　　　　２２：外輪
　２３：玉（転動体）　　　２４：保持器　　　　　　４０：給油ユニット
　４３：ポンプ　　　　　　４４：制御部　　　　　　５０：センサ（検知部）
　５１：吐出口　　　　　　５６：ポンプ本体
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